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提案理由 

 議場等における携帯品の取り扱いについて変更するほか、所要の改正をしようとす

るものである。 

 

 

 

 



北上市議会規則第１号 

 

北上市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

北上市議会会議規則（平成３年北上市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（携帯品） 

第1 5 0条 ［略］ 

２ 携帯電話、ポケットベルを所持している者は、電源を切っ

てから議場又は委員会の会議室に入らなければならない。 

（携帯品） 

第1 5 0条 ［略］ 

２ 情報通信機器（携帯電話、スマートフォン、タブレット端

末及びパソコンをいう。）を所持している者は、着信音及び

操作音を発しないよう設定してから議場又は委員会の会議室

に入らなければならない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この規則は、令和４年11月１日から施行する。 

 


